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一部ユニット型特養整備に関する発言要旨

2010年 8月 20日

特養をよくする特養の会

代表  池田 徹

1 特養の個室ユニット化は、人権の問題です。

国は、2003年 度以来、新設する特養は個卒ユニット型を基本とする政策を継続 して

きました。 しかし、昨年、緊急整備対策に関して、多床室の整備を認めることに方針転換

したともとれる通知を発 し、これも要因になって、一部の自治体が個室ユニット (※ )と

多床室の合築型特養を整備 しようとしています。

居室の定員が 1人か 2人以上の何人部屋かは、次元が異なる問題です。赤の他人が平均

4年強、長い人は 10年以上暮 らす居室に複数の人が暮らすことは、通常では考えられな

いことです。 2003年 度以降の国の方針は、高齢者の人権と尊厳を守るためには個室ユ

ニットが必要という理念に基づいたものと思います。

昨年の通知は、誤解を招く不適切な内容でした。国は、率直にそれを認め、あらためて、

国は、個室ユニット型の整備が基本方針であることを明確にしていただきたい。

個室ユニットケアとそれ以前から行なわれてきた大人数のケアとはケアの根本的なあり

方が異なります。すなわち、大人数のケアは、ハー ドソフトとも、病院をモデルに、見守

り易さ、介護のし易さ、管理のし易さなどケア者側の都合を優先し、その範囲で利用者の

QOLを追求してきたと言えましょう:こ れに対して、個室ユニットケアは、利用者の尊厳、

QOLを第 1の優先課題として、それに対応するケアのあり方を根本から考え直すことを前

提にしています。したがつて、ケアの理念、技術を 180度転換することが求められます。

今後整備される特養に個室手ニット型と従来型のハー ドが共存すれば、同一施設内で、180

度異なるケア理念、技術が求められるケアが共存することになりかねません。

その意味でも、一部ユニット型施設の新設には大きな問題があると考えます。

※新型特養は、正確な制度名は「小規模生活単位型」特養であり、「ユニット」とは小規模

生活単位がその本質です。認知症グループホームがそうであるように、50人、 100人
という異常な生活単位をできるだけ家庭的な生活の仕方に改善していこうというのが、個

室ユニットの基本的な考え方であり、児童 。障害施設の小舎化、認知症グループホームの

登場などの流れを受けて、 10人程度の「小規模生活単位」が設定されたものです。ユニ

ットケアとは特別なものではありません。個室ュニット特養は、「家庭に近い生活単位によ

る個室特養」と言い換えてもよいでしょう。
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2 2003年 以降に建設 された一部ユニジト型特養、老健で、ユニット部分に誤つてユ

ニット報酬が支払われた事業者には、報酬の返納を求めて下さい。

一部の自治体から、 2003年 以降に建設された一部ユニッ ト型施設のユニット部分に

ユニット報酬が誤って支給されたことに対 し、自治体から、報酬返還を免除するよう要請

がされていると聞きます。

しかし、同じ条件の一部ュニット型施設で正規の介護報酬を請求していた事業所がある

のに、誤請求をした事業所のみ救済することは、公正を欠きます。そ うなると、正規に請

求 してきた施設にも、さかのぼって追力日支給した上、利用者から差額の自己負担分を徴収

しなければならなくなります。

しかし、だれが読んでも誤解 しようのない明確な通知が発せ られたにもかかわらず、誤

支給した報酬の返還が免除されたり、まして、正当に支給した事業者に追加の支給まで行

なうとなれば、通知内容が不適切であつたということに他なりません。

っまり、ユニッ トケアの実態がある一部ユニット型施設に個室ユニット報酬を支給 しな

いとした判断は間違いだったから、正規の報pllを 請求 してきた一部ユニット型施設にも、

さかのぼって報酬の差額を支払 うのだとい う論理になります。国がそれを認めるのでなけ

れば、報酬は返還する以外にあり得ません。

誤支給は、自治体が通知内容を理解 していないことによって発生しました。したがって、

当該自治体は、返済資金の長期、低利 (ま たは無利子)融資等によって事業者の救済を図

るべきです。

3 -部ユニット型と全室個室ユニットのベッド整備数に大きな差がなくなるようにする

ことが可能です。 (多床室整備に拠らなくても待機者対策が可能です。)

当会が、別途提出した「提言書」の「提言 1」 で試算 した結果、 80人定員で居室面積

10.65ポ の全室個室ユニット型建設に必要な床面積で、居室面積 10.65ピ の個室

ユニシト型 と4人部屋を半々 (個 室ユニット40人、 4人部屋 40人)と する一部ユニッ

ト型を造った場合、 86人定員になる (ベ ッド数 7%増 )こ とがわかりました。また、現

在 10人が基準のユニット定員を増加 したり、廊下幅等の基準を緩和すれば、さらに差は

縮まり、ほとんど差がなくなります。

わずかな定員増のために、向こう40年近く使用する施設を 4人部屋にすることは、次

代に負の遺産を残すことになります。

4 個室ユニット型に低所得者が入居することが可能になります。(多床室整備に拠 らなく

ても低所得者対策が可能です。)

「提言書」の「提言 3」 で試算 した結果、 6万円のホテルコス トを 5万円に引き下げる

ことが可能です。現在、補足給付により、保険料区分 1、 2段階の人は自己負担 2万 5千
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円、保険料区分 3段階の人が自己負担 5万円です。ホテルコ不 卜が 1万円下がることで、

1、 2段階の人は多床室 (1万円)と あまり変わらない負担になります。 3段階の人の自

己負担は4万円になりますが、 3段階の所得幅がかなり広い (80万円～ 266万 円)の
で、 80万円近辺の人には引き続き重い負IEで あり、この層の人への支援策を講 じること

が必要です。

多床室の負担は水光熱費の 1万円のみなので、確かにその差はまだ大きいと言えますが、

次項で述べる理由により、新設する多床室は、 1万円の自己負担では経営が困難になりま

す。経営が困難になるにもかかわらず多床室を造れば、人件費の節減などにより入居者の

ケアや生活の質に悪影響をもたらすことになりかねません。その観′点からも、特に第 3段
階前半の人に対する補足給付の補強または家賃補助の仕組みをつくり、個室ユニット型に

低所得者が入居できる仕組みを造ることが優先課題です。

5 入居者から1万円の水光熱費を徴収するだけでは、新設する多床室施設の運営は困難

です。

「提言書」の「提言 2」 で試算 したように、例えば「試算●-80床 /返 済期 間 30年
/少 額 修繕費 で試算す る場合 」 です と、居 室 lo.65ぽ の個 室 ユニ ッ ト型

施設 の居住費 は 49, 463円 なの に対 して、多床 室 は 40, 989円 とな

ります 。 つ ま り、個室ユ ニ ッ ト型 と多床 室 の コス ト差 は 9, 00o円 足 らず

なのです。個室ユ ニ ッ ト型 は この コス トを入居者 (補 足給付 を含 む )か ら徴

収 す る こ とがで きます が、多床 室 は 1万 円の水光熱費 しか徴収 で きませ ん。

したが つて、 3万 円余 りの コス トを事業者 が 自己負担 しな けれ ばな らな くな

ります。 これ は、 80人 定員 で 半数 が多床 室 の一部ユ ニ ッ ト型施設 です と月

間 120万 円、 1年 で 1440万 円 とい う重 い負担 にな ります。

事業者 が この負担 に耐 えるには、人件費 を中心 に経 費の削減 を行 わ ざるを

得ず 、入居者 のケア、生活 の質 が低 下す る こ とは避 け られ ませ ん。

また 、 も し、 この コス トを 自治体 が独 自に補助金 で拠 出す るのであれ ば、

これ は本末転倒 にな ります。 そ の財源 が あ るな ら、低所得者 が個 室ユニ ッ ト

型 に入 居 で きるよ うに家 賃補助等 を行 うこ とがで きるのです か ら。

以上 の ことか ら、待機者対策、低所得者対策 として多床 室を整備す るため

に、一部ユニ ッ ト型施設 を新設す る ことは、合理的な選択 とは到底思 えませ

ん。

国 と、 自治体 は、協力 し、す べ て の人 が個室 ユニ ッ ト型施設 に入居 で き る

よ うな施策 を推進 して 下 さい。
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特別養護老人ホームにおける多床室整備に関する提言書

2010年 7月

1特養をよくする特養の会

特養ホームを良くする市民の会

特養は2002年まで4人部屋が主流でしたが、それ以降個室・ユニット型の「新型特養」

が制度化され、昨年まで、新設する特養は個室ロユニット型を基本としてきました。また、20
03年 以降にできた特養が一部ユニット型 (多床室と個室ロユニットの混合型 )の場合、ユニ

ット部分に従来型の介護報酬を適用してきたのも、特養は個室・ユニット型を基準とすると

いう国の方針によるものです。

ところが、昨年来、いくつかの地方自治体から、下部ユ■ット型特養の建設を認め、ュニ

ット部分に新型特養の介護報酬を適用するよう、厚生労働省に対する要望が相次いでいま

す。このような要望の理由として個室“ユニット型は居住費口食費などの自己負担が重く、低

所得高齢者等の利用が困難だから多床室が必要であるということが挙げられます。

しかし、以上のような理由で多床室を新設することは、個人の尊厳を規定した介護保険

の精神からも、絶対に避けるべきです。高齢者や障害者が日常生活を送る場が、プライバ

シーが守られるよう個室が基本であるべきことは、個人を尊重する憲法を持つ先進国とし

て当然です。生活施設の居室が 1人か2人以上かの議論は、単なる人数の違いではなく、

もつと本質的な違いなのです。

生活の場である特養には、個人の尊厳が保たれるべき暮らしが実在し、その中で入居者
の自尊心を守り支える個別ケアが保障されなければなりません。「強い社会保障」が目指

す高齢者施設は、個別ケアとそれにふさわしいハ∵ド(個室ユニット)で構成されることが望
まれます。

一部の地方自治体が多床室を整備しようとするのは、以下の2つの理由に基づくと思わ

れます。私たちは、以下の「提言」で、個室・ユニット型と多床室にコスト上大きな差がない

ようにできること、また多床室のほうが自治体の負担が大きくなることが考えられることを指

摘することでt2つの理由をクリアできることを提言します。

【従来型 (多床室)特養を都道府県口市町村が整備したいとする理由】

-4-



1、 整備可能床数の問題
口特養待機者42万人といわれる中、整備床を確保したいも
・個室は多床室に比ベー人あたりの面積が大きくなり、特に大都市部などでは、土地の確

保が困難な中、多床室整備を進め、特養の待機者の緩和を進めたい。

2、 居住費の低減問題
口個室型の施設では、その居住費が高額になり、低所得者 (3段階、2段階前半の方及び 1

段階の生活保護受給者)が入居できない状況がある。

提    言

【大前提として】

大前提として、「地域主権改革法案」における、居室定員については、介護保険法の

理念である「高齢者の尊厳の保持」に基づき、「参酌すべき基準」ではなく、「従うべき基

準」とし、その基準を「原貝J居室定員1名 」とすべきである。

〔1是言「1〕 ‐“……居室歯積、廊下幅などあ規制緩和により、個室・■ニット型と多床室に

面積的な大差は生じない。      (月 1紙資料「基本表」参照)

1)居住空間の広さの違い

ユニット型個室(13.20甫 )と従来型多床室の差=10耐
従来型       44.7雨 /床

ユニット(10.65面) 51.5ぶ/床

ユニット(13.20ぶ ) 54.7ぷ/床

2)10所の差をもとに出された整備可能床の差
ユニット型個室(13.20)80床 → 従来型多床室97.9床 約2.2割り増し
ユニット型個室 (10.65)80床 → 従来型多床室92.1床 約1.5割 り増し
一部ユニット型特養の場合には、当然ながらその差はさらに縮まる。
ユニット型個室(13.20)80床→ユニット型個室 (13.20)50%、 多床室 50%→88.9床

1:1割増し
ユニット型個室(10.65)80床→ユニット型個室 (10.65)50%、 多床室 50%→86.1床

0.7害1増し
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*従来型であつても個別ケアが推進されるべきであり、そのためには個室的しつらえ、

少人数で利用できるリビングが必要。多床室を整備する場合には、感染症及び看取

リケアのための静養室が居室とは別に必要。これにより差は縮まる。

*廊下幅は従来型…・2.7m(片廊下1.8m)、 ュニット広域…・1.8m(片廊下1.5m)、

地域密着ユニットロ…1.6m(片廊下1.2甲 )となつており、個別ケアを推進する場合

には、地域密着ユニットまで緩和が可能(別途、バリアフリー新法は遵守)。

以上のことから、居室の面積緩和や廊下幅の緩和などにより、同一建築面積で整備でき

る床数は、ユニット型個室と従来型多床室で大差ないと言える。当然ながら、一部ユ手ット

型は、個室ユニット部分の床数が多ければ多いほど、全室ユニット個室との差がなくなる。

1ユニットにおけるユニット定員を緩和すれば、差はほとんどなくなると言つてよいだろう。

建物は、一度建てれば向こう30年は使用するものであり、後世に対して、負の遺産を残

すことになる。上記のシミュレーションによつて、介護保険法の理念である「高齢者の個人

の尊厳の保持」を無視してまで、全室多床室や一部ユニット型特養整備に転換する意味は

なくなつたと言えよう。

〔提 言 2〕 ………従来型多床室整備を行つた場合、施設整備における借入金の返済財

源が確保できない。 (別紙資料「試算表①」参照)

1)80床の特養を1床あたりの交付金350万円、自己資金 100万円、と借入金をそれぞれ

別表の通りに設定してシミュレーション

算定条件 :25年返済、39年 目に建て替え予定、その間居住費は同額徴収、修繕費3億円

従来型多床室=50,709円 /月 (水道光熱費1万 円含む・返済期間は25年 )

ユニット型個室 (13.2)=63,595円 /月 (水道光熱費1万円含む・返済期間は25年 )

ユニット型個室 (10.65)=60,532円 /月 (水道光熱費1万円含む・返済期間は25年 )

別紙資料により、居住費の額はその施設整備交付金と自己資金、借入金とで大きく左右

されていることがわかるが、従来型多床室の場合t現時点での交付金における試算では、

5万円ほどになつてしまい、現在の補足給付での特定基準費用額が月額約 1万 円であるこ

とを考慮すると、事業者はとうてい借入金の返済財源が確保できないことになる。

この財源を地方自治体が補助するとすれば、自治体は個室・ユニット整備以上のコスト

(交付金増額 )を要する。

自治体の交付金増額がない場合、経営基盤を安定化させるだけの収支差額を確保する
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ためには、人件費を切り詰めるしかなく3:1の職員配置に近づかざるを得ない。現在、従来
型は 2.511の職員配置を確保し個別ケアに取り組んでいるが、これは、既存の従来型が交
付金が多額に投入されていた時代に建設され、借入金返済口利子返済が極めて少額であ
るために成車しているにすぎない。よって、現在の交付金で整備すると、現状の従来型より
も職員配置は厳しくなり、個別ケアから遠のいてしまう。

一方個室ユニットの場合は、特定基準費用額は6万円であるため収支差額が一定程度
確保でき、これにより2:1の職員配置、研修の充実、新たな事業展開、低所得者減免制度
の活用などサービス向上に向けた様々な取り組みを行うことが可能となり、個別ケアの推
進が図られる。

この違いを把握した上で、多床室整備を進めようとしているのかの確認が必要である。

〔提 言 3〕 ………補足給付の上限額を引き下げ、居住費負担を低減する。

(別紙資料「試算表①②③」)

1)現時点での居住費の差

算定条件:25年返済、39年 目に建て替え予定、修繕費3億円

従来型多床室=50,709円 /月 (水道光熱費1万円含む)

ユニット型個室(13.2)=63,595円 /月 (水道光熱費1万円含む)

ユニット型個室(10.65)=60,532円 /月 (水道光熱費1万円含む)

*個室の居室面積の緩和だけでは、居住費は3000円ほどしか下がらない。

2)居住費算定条件の見直し

居住費の算定条件は、自己資金、借入金、利息、修繕費、水道光熱費であるが、一部
の自治体では、修繕費は、借入金返済後も同額の居住費を徴収するとの考え方により、
居住費算定条件には組み入れないとするところもある。(例 京都市など)

3)居住費算定の修繕費を少額に設定

算定条件 :25年返済、39年 目に建て替え予定、その間居住費は同額徴収、居住費算定
に組み込む修繕費1億円。それ以外は収支差額の積み立てにより対応可能。

従来型多床室=46,323円 /月 (水道光熱費1万円含む)

ユニット型個室(13.2)=59,209円 /月 (水道光熱費1万円含む)

ユニット型個室(10.65)=51,761円 /月 (水道光熱費1万円含む)

*13.2面の個室 63,597円 →59,209円
*10.65面の個室60:532円→51,761円
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4)3)の条件でさらに返済金の返済期間を延長する

算定条件 :30年返済、39年 目に建て替え予定、その間居住費は同額徴収、居住費算定

に組み込む修繕費2億円。それ以外は収支差額の積み立てにより対応可能。

従来型多床室=40,989円 /月 (水道光熱費1万 円含む)

ユニット型個室 (13.2)=52,106円 /月 (水道光熱費1万円含む)

ユニット型個室 (10.65)〒 49,463円 /月 (水道光熱費1万円含む)

*13.2酒の個室 63,595円→52,106円
*10.65面の個室60,532円→49,463円

以上のことから、居住費を最大5万円近くまで低減することが可能である。

以上のように、交付金増額 (200万円→350万円)、 開設準備交付金創設 (一床 60万円)、

介護報酬の引き上げ(2009年度)により、現在、個室ュニットを整備する場合には試算の結

果5万円程度まで居住費の低減が可能である(居住費の低減を既存の個室ユニットに適用

するか否かについては、別途、詳細な検討が必要である。
‐
また地価が極めて高額な地域で

は、土地費用についての整理が必要である)。

新たな多床室を整備するのではなく、上記の対応策によって個室ユニットの整備を進める

とともに、既存の従来型施設が個別ケアを推進し、時期をみて個室ユニットに転換できるよ

うな対応策を別途講じて頂きたい。

なおt生活保護受給者のユニット型個室への入居の問題については、法的には必要に

応じて入居できることになつている。これについては、先の福田内閣の時に正式に国会答

弁で回答されているため、各自治体に於いて判断されるべき内容であると考える。

:参考資料はt基礎資料として、井上由起子氏 (国立保健医療科学院)により整理されたも

のを使用し、特養をよくする特養の会にて整理した。
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【基本表-80床/返済期間 20年 /修繕費有りの場合】 14L由起子氏 (国立保健医療科学院)の整理による。)

該当数 デイあり デイなし 定員鉢居 +側 ) 坪単価 ■床あたり延べ面積 =床あたり建設単価
ユニット型 12007年 7月～

"08年
11月 ) 30 681 547 1,12323

デイあり 589
デイなし 531

従来型 (2000年 4月 -2001年 3月 ) 736 836 469 118548
デイあり 730 822 486 1,20846
デイなし 28 750 874 1,13156

上記データは福祉医療機構帽 牛をまとめたものであり、福祉医療機構からデータ提供を受けれ
いずれもヌ」詠のみ 刃署+デイのみ であり、GHやケアハウスなどを含めた合築1彰枷嗽修勧 らヽ外している。ユニット型ま東日和ま21X1710～ 2CK18 11、 西日本ま2)087～2008H、 従来型は20004～20013であり、̈ 自ヽ庸中′いの最後の年である。
し司れ も建設費のみの値であり、設言悟聟黙中莉南調姜1爺オιていなし、 lILニ ットJ調団可データの日も点で設言艘 ドIJ除く、側 中 調 揺争野ンD蜘直だつたため、設言橿艘耕斗を5%と設定し、割り戻しわ 。
このデータを読み込む祭には、以下の点に留意が必要である
1 建設剌mま、従来型は動 澤沢であつ却イめ ため高コストになりやれ 、坪朝mこそね勁法れている。→下記の表ではこの値 僻輌面836なの は使わ六 =ッ ト型り%%の坪単価設定とした 180人¨ 場合 :但室m、 4人部屋15と して、部蜃艇att vま 石室× 銑
面8万、エアコン10ス 建具10つ で1%0万ヽユニットキッチン100万 ×8で 800ゑ 壁量で17万円×15室 =255万ミユニット玄関25万×8=2∞ 合計で2515万 円の自 )、 2515万■ 07ぽ×80床)=5747円 、こオιだけ安くなる。206008円 5747円 =21X1261円、ここま
でで9759在%ま 入湘ま備品なので泊まない、露 7話から447rに コンパクト化するなかで各種の動 をヌ′拠 むことを力け ると95疇 当。)

2 ユニット型ざ イあり30、 デイなし85、 従来型はデイあり70、 デイなし28である。従来型のみデイありとデイなしで細力なデータが手元にあり、差を調べると58硫 機械的に計算すると、ユニット型のデイなしは532、 ユニット型のガイありは590と なる。
医療福祉建築協会データ (1998～

"08年
竣工 2161■l 一人あたり床面積 ユニット型∞ 37、 従来型5066と 10ぽの差 ¢瞬舶ク質の高いものに自ヒしているので床面積が大きし,

上記 二つからみて、従来型とユニット型の議ま10ピ と考えるのが妥当。
よつて、132ユニット型80床=従来型979床、lo 65ユニット型80床=能 lJ社 となる。132な ら22害1増 し、1065なら15割噌し、この差をさらに縮めるためには廊¬幅の緩和、ユニット定員の緩和などが考えられる。一方で、個別ケア推進のために1晰鍮 であっても個室
自|しつらえ、食堂分散などヽ ィ島 双方を考え秘工 害1増し麹まさらに縮むが、則額勺な蜘自劇出すことは既

←従来型より試算
←従来型より試算

１
０
‥

80床● 讚 肉 ユニット型 (1069 ユニット型 030
暇 麟 ″メ、 |1111111111111 1■ 1515 換 7

ピ単価 195,707 2∞ 硼 206,008

勘 剤甲 699.849,714 848752155 901,490.153

設計監理料 34,992,486 42,4371608 45,074,駆

備品費 62,986,474 81,134,114 81,134,114

建物費用総合 797828674 972,323,877 1,027.698.775

千1診 86,690,077 121,24Q128 132,204,357

=床費用 %の み) =廂ジ η費 休1自なり 9972858 12,154,048 12.846235

‐床建物費 いり,いの 11 0FD6 484 13,669,550 14.498,789

建物費用 交付金 280囲硼 280,000,000 280 m m
自己資金 80鰤.爾 80爾,鰤 80,鰤.鰤
借ス金 437開 .674 612,323,877 667,698,775

禾」,自

`)
86690.077 121240128 132,204,357

借入り図澪¥十 524,518,752 733.564∞5 η9,903,132

従来型とユニット型の詢訴■0鋭 ユニット型547魏
132-1065=255、 内法→壁芯=88%で 29、 部屋の間口、3-圏 ∞、o2X用廊下15=03、 合計で32
従来型はユニット型の9,■繰 ←ニツト型は上記から計算ミ従来型はュニット型の95%

5賜

9賜
野1晨ゼ ニ糞 轟 、雹場書な

'散

ド3欲緻 浴槽嶽 8+翻、W椅子テーカ レキッチンカラ ン2rm&車 2T、

3,mD,囲  (いずれも3Ю 刃床 郊 砲

lonO∞  (し ずれも100万床 自己め

18%、 燿 20焦 価 量2憔 緋

緩和による効果 :=床低減額 :66,339,128、 (含利自):829,239 1//つ写単位 :34551の /日判立1137/20鋼 質還

11lII1lll1701

水道光熱費 1万円

←20年筒急所野口分

:各種基礎データは医療福祉建築協会および福祉医療機欄こよる「建物整備と泄ひ経営J

e城 20老ノ入ィ剰り から魏
:2∞1年度従来型データの申
:建設費算試 居住費算定力ま、井上由起子氏 自立側超殉粛針引い o轡田こよる。

離 報 物 ・自己飴 80,鰤,m 80爾囲 80,爾,鰤
建物・借入金 437,828,674 612.323877 667,698,775

物 ・禾ll診 86.6∞,Oη 121.240.128 132204357
1回 目制 Ю～15午司 lЮ ∝OCm l①,m`爾 lЮ oulc加
2[]目言受備議逗新レ0^‐25笙ヨ暖つ lЮ 佃 oul l①,m,鰤 lrll.囲 鰤

31」 日赫 史力(Ю ■■百) 1∞鰤 鰤 lЮ,囲,爾 150,Cal.囲

淮背 多ヽ靭 親 憮検費 10.爾 10,鰤 10.鰤
201ヨ増5へ

`」

返P斉 4113661 ||111111■ 11:152:827

El■費 00憫 115113661 ||'||11166264
居 l■e υo鋼廠J一 日 |■690 ||11111111!|1210671 |∵1412186

脚 132011:|




